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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ミ シ ン の 制 御 装 置 で あ っ て 、 前 記 ミ シ ン は 、 上 糸 を 通 し た 縫 い 針 の 上 下 動 に 応 じ て 釡 か  
ら 繰 り 出 し た 下 糸 に 該 上 糸 を 絡 め る こ と に よ り 、 被 縫 製 物 に 対 し て 縫 い を 行 い 、 か つ 、 前  
記 被 縫 製 物 を 保 持 し た 保 持 体 を 針 落 ち 位 置 に 対 し て 相 対 的 に 変 位 さ せ る こ と に よ り 、 該 被  
縫 製 物 上 に 任 意 の 方 向 に 縫 い 目 を 形 成 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て お り 、
　 次 の 縫 い 目 を 形 成 す る 方 向 が ヒ ッ チ ス テ ッ チ に 対 応 す る 所 定 領 域 に 属 す る か ど う か を 判  
定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 所 定 領 域 で あ る と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 保 持 体 を 移 動 す る こ と に よ り 、 該 保 持 体 を  
パ ー フ ェ ク ト ス テ ッ チ に 対 応 す る 方 向 に 迂 回 さ せ 、 そ の 後 前 記 次 の 縫 い 目 に 対 応 す る 目 標  
位 置 へ 該 保 持 体 を 移 動 さ せ る こ と か ら な る 迂 回 制 御 を 行 う 迂 回 制 御 手 段 と 、
　 前 記 迂 回 制 御 手 段 が 行 う 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 を 可 変 設 定 す る 設 定 手 段 と
を 備 え る ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 迂 回 制 御 手 段 が 前 記 迂 回  
制 御 を 実 行 す る こ と を 有 効 と す る か 否 か を 設 定 す る こ と が 含 ま れ 、
　 前 記 迂 回 制 御 を 実 行 す る こ と を 有 効 と す る こ と が 設 定 さ れ た と き 、 前 記 迂 回 制 御 手 段 に  
よ る 前 記 迂 回 制 御 が 行 わ れ る 、 請 求 項 １ の ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 所 定 領 域 の 範 囲 を 可 変 設  
定 す る こ と が 含 ま れ 、
　 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 次 の 縫 い 目 を 形 成 す る 方 向 が 該 可 変 設 定 さ れ た 所 定 領 域 の 範 囲 に  
属 す る か ど う か を 判 定 し 、
　 前 記 迂 回 制 御 手 段 は 、 該 可 変 設 定 さ れ た 所 定 領 域 の 範 囲 に 属 す る と 判 定 さ れ た と き 、 前  
記 迂 回 制 御 を 実 行 す る 、 請 求 項 １ 又 は ２ の ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 保 持 体 の 迂 回 移 動 経 路 を  
可 変 設 定 す る こ と が 含 ま れ 、



10

20

30

40

50

JP WO2023/053508 A5 2024.6.20(2)

　 前 記 迂 回 制 御 手 段 は 、 該 可 変 設 定 さ れ た 迂 回 移 動 経 路 に 沿 っ て 前 記 保 持 体 を 移 動 す る よ  
う に 前 記 迂 回 制 御 を 実 行 す る 、 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 設 定 手 段 は 、 手 動 操 作 に よ っ て 前 記 可 変 設 定 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特  
徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 所 定 領 域 は 第 １ 及 び 第 ２ 領 域 を 含 み 、
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ 領 域 の 範 囲  
を 可 変 設 定 す る こ と が 含 ま れ 、
　 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 次 の 縫 い 目 を 形 成 す る 方 向 が 該 可 変 設 定 さ れ た 第 １ 及 び 第 ２ 領 域  
の ど ち ら の 範 囲 に 属 す る か を 判 定 し 、
　 前 記 迂 回 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 領 域 の 範 囲 に 属 す る と 判 定 さ れ た と き よ り も 前 記 第 ２ 領  
域 の 範 囲 に 属 す る と 判 定 さ れ た と き の 方 が 迂 回 量 が 大 き く な る よ う に 前 記 迂 回 制 御 を 行 う  
、 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 設 定 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 迂 回 制 御 手 段 に よ っ て 前  
記 迂 回 を 行 う べ き ス テ ッ チ 長 の 最 小 値 及 び 最 大 値 の 少 な く と も 一 方 を 可 変 設 定 す る こ と が  
含 ま れ 、
　 前 記 迂 回 制 御 手 段 は 、 前 記 次 の 縫 い 目 の ス テ ッ チ 長 が 前 記 設 定 手 段 に よ っ て 設 定 さ れ た  
最 小 値 及 び 最 大 値 の 少 な く と も 一 方 の 条 件 を 満 た す な ら ば 、 前 記 迂 回 制 御 を 行 う こ と を 特  
徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の ミ シ ン の 制 御 装 置 と 、
　 前 記 上 糸 を 通 し た 前 記 縫 い 針 を 上 下 動 し 、 前 記 下 糸 を 収 納 し た 前 記 釡 を 該 縫 い 針 の 上 下  
動 に 同 期 し て 回 転 さ せ る こ と に よ り 前 記 下 糸 に 前 記 上 糸 を 絡 め 、 前 記 被 縫 製 物 に 対 し て 縫  
い を 行 う 縫 い 機 構 と 、
　 前 記 被 縫 製 物 を 保 持 し た 前 記 保 持 体 を 針 落 ち 位 置 に 対 し て 相 対 的 に 変 位 さ せ る こ と に よ  
り 、 該 被 縫 製 物 上 に 任 意 の 方 向 に 縫 い 目 を 形 成 さ せ る 送 り 機 構 と 、
を 備 え る ミ シ ン 。
【 請 求 項 ９ 】
　 ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け る 設 定 装 置 で あ っ て 、 前 記 ミ シ ン は 、 上 糸 を 通 し た 縫 い 針 の 上  
下 動 に 応 じ て 下 糸 を 収 納 し た 釡 か ら 繰 り 出 し た 下 糸 に 上 糸 を 絡 め 、 被 縫 製 物 に 対 し て 縫 い  
を 行 い 、 か つ 、 前 記 被 縫 製 物 を 保 持 し た 保 持 体 を 針 落 ち 位 置 に 対 し て 相 対 的 に 変 位 さ せ る  
こ と に よ り 該 被 縫 製 物 上 に 任 意 の 方 向 に 縫 い 目 を 形 成 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て お り 、 前 記  
制 御 装 置 は 、 次 の 縫 い 目 を 形 成 す る 方 向 が ヒ ッ チ ス テ ッ チ に 対 応 す る 所 定 領 域 に 属 す る か  
ど う か を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、 前 記 所 定 領 域 で あ る と 判 定 さ れ た と き 、 前 記 保 持 体 を 移 動  
す る こ と に よ り 、 該 保 持 体 を パ ー フ ェ ク ト ス テ ッ チ に 対 応 す る 方 向 に 迂 回 さ せ 、 そ の 後 前  
記 次 の 縫 い 目 に 対 応 す る 目 標 位 置 へ 該 保 持 体 を 移 動 さ せ る こ と か ら な る 迂 回 制 御 を 行 う 迂  
回 制 御 手 段 を 備 え て お り 、
　 前 記 設 定 装 置 は 、 前 記 迂 回 制 御 手 段 が 行 う 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 を 、 手 動 操 作 に よ っ て 可  
変 設 定 す る た め の 操 作 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け る 設 定 装 置  
。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 操 作 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 迂 回 制 御 手 段 が 前 記 迂 回  
制 御 を 実 行 す る こ と を 有 効 と す る か 否 か を 設 定 す る こ と が 含 ま れ る 、 請 求 項 ９ の ミ シ ン の  
制 御 装 置 に お け る 設 定 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 操 作 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 所 定 領 域 の 範 囲 を 可 変 設  
定 す る こ と が 含 ま れ る 、 請 求 項 ９ 又 は １ ０ の ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け る 設 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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　 前 記 操 作 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 保 持 体 の 迂 回 移 動 経 路 を  
可 変 設 定 す る こ と が 含 ま れ る 、 請 求 項 ９ 乃 至 １ １ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け る  
設 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 所 定 領 域 は 第 １ 及 び 第 ２ 領 域 を 含 み 、
　 前 記 操 作 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ 領 域 の 範 囲  
を 可 変 設 定 す る こ と が 含 ま れ る 、 請 求 項 ９ 乃 至 １ ２ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け  
る 設 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 操 作 手 段 に よ り 設 定 さ れ る 前 記 迂 回 制 御 の 条 件 に は 、 前 記 迂 回 制 御 手 段 に よ っ て 前  
記 迂 回 を 行 う べ き ス テ ッ チ 長 の 最 小 値 及 び 最 大 値 の 少 な く と も 一 方 を 可 変 設 定 す る こ と が  
含 ま れ る 、 請 求 項 ９ 乃 至 １ ３ の い ず れ か の ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け る 設 定 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 操 作 手 段 は 、 タ ッ チ 操 作 可 能 な 表 示 画 面 を 備 え た 操 作 パ ネ ル を 含 み 、 複 数 種 の 前 記  
迂 回 制 御 の 条 件 の １ 以 上 を 前 記 表 示 画 面 に 表 示 し 、 該 複 数 種 の 迂 回 制 御 の 条 件 の い ず れ か  
を 該 操 作 パ ネ ル を 介 し て 選 択 し 、 該 選 択 さ れ た 迂 回 制 御 の 条 件 の 設 定 値 を 変 更 す る た め の  
手 動 操 作 を 該 操 作 パ ネ ル を 介 し て 行 う よ う に 構 成 さ れ て い る 請 求 項 ９ 乃 至 １ ４ の い ず れ か  
の ミ シ ン の 制 御 装 置 に お け る 設 定 装 置 。
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